
那須烏山市まちづくり課
令和７年６月３日改訂

なすから

交 通 ガ イ ド ブ ッ ク



乗って残そう！烏山線
ＪＲ烏山線は、栃木県那須烏山市の烏山駅と

高根沢町の宝積寺駅を結ぶ路線です。

「からせん」の愛称で親しまれる烏山線は

令和５年４月に開業１００周年、

烏山線を走る車両「ＡＣＣＵＭ(アキュム)」は

令和６年３月に導入１０周年を迎えました。

＊

ぜひ烏山線やその他公共交通をご利用ください！

公共交通のメリット

▶ 環境に優しい
１人あたり１km移動するごとに、自動車は約130gの二酸化炭素を排出する
のに対し、バスは約55g、鉄道は約18gと少なく、公共交通は環境に優しい
乗り物です。

▶ 運動量の向上
徒歩での移動距離が短い自動車に比べ、公共交通を利用するとバス停や駅
からの移動が増え、運動量が増加し、健康増進に繋がります。

▶ 渋滞の緩和・事故リスクの回避
公共交通の利用により自動車の利用者が減ると、通勤時間帯などの渋滞緩
和に繋がります。また、自動車を使わないことにより交通事故のリスクが
低くなります。

人口減少や自動車の普及等により、利用者が減少している公共交通
ですが、実はメリットがたくさんあります！
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このガイドブック１冊で
市内公共交通がまるわかり！



■プロモーション動画

那須烏山市公式YouTubeに「ＪＲ烏山線プロモーション
動画」の第１～３弾が公開されています。
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▲アキュム導入１０周年記念 ▲令和６年度アキュム絵画
コンテスト市長賞作品

▲旧烏山駅舎

ＪＲ烏山駅前設置 清水川せせらぎ公園設置

■ＪＲ烏山線「デザインマンホールふた」

那須烏山市内３箇所に異なるデザインのマンホールふたを
設置しました。



無料駐車場

乗り方

STEP１
▶烏山駅に設置されている「①乗車駅証明書
発行機」から「②乗車駅証明書」を取ります。
▶定期券をお持ちの方は、そのまま乗車でき
ます。

▶ 烏山駅 那須烏山市南２丁目９８４ー１１（４９台）

▶ 滝駅 那須烏山市滝１８１－１（１７台）

▶ 小塙駅 那須烏山市小塙１１６－２（１０台）

▶ 大金駅 那須烏山市大金２６２－６（２６台）

※鴻野山駅については、送迎時のみ利用可能な転回場があります。

※７日を超えて駐車する場合には「市民駐車場長期使用届」を総務課へ提出
してください。（■問合 総務課：0287-83-1117）

※通勤通学利用の場合は、烏山駅に月極有料駐車場もあります。

3

STEP２
▶乗りたい車両のドアの「開」ボタンを押して乗車します。

STEP２
▶乗車後、車内で
「整理券」を
取ります。

STEP１
▶進行方向１両目、１番うしろの
「開」ボタンを押して乗車します。

●烏山駅（無人駅）から乗る場合

●滝駅～下野花岡駅（すべて無人駅）から乗る場合

① ②



降り方
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STEP１
▶きっぷ
乗務員にきっぷを渡します。
▶定期券
乗務員に定期券を提示します。
▶精算が必要な場合
乗務員へ申し出て精算します。

STEP２
▶進行方向１両目、１番前「開」
ボタンを押して降車します。

●烏山駅～下野花岡駅（すべて無人駅）で降りる場合

STEP２
▶乗車駅証明書
「③のりこし精算機」または駅の改札口で運賃を支払います。
▶整理券
駅の改札口で運賃を支払います。

▶きっぷ
自動改札機を利用するか、駅係員にきっぷを渡します。

▶定期券
自動改札機を利用するか、駅係員に定期券を提示します。

●宝積寺駅～宇都宮駅（すべて有人駅）で降りる場合

STEP１
▶降りたい車両のドアの「開」ボタンを押して降車します。

③

■ＪＲ烏山駅利用体験講座

烏山線利用向上を目的として、市民等を対象とした、市職
員による「JR烏山駅利用体験講座」を実施します。
利用に対する不安解消のお手伝いをしますので、お気軽に
お申し込みください。



時刻表
※令和５年３月18日時点
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運賃表

補助制度
▶ ＪＲ烏山線通学定期券購入費補助金

烏山線を利用して烏山高校に通う生徒の保護者・市内から市内外
の高等学校等に通う児童生徒の保護者に対し、定期券購入費のうち
烏山線区間（烏山駅～宝積寺駅間）に係る１/４の額を助成します。

▶ 乗って残そう烏山線！未来へつなぐ助成金

市民が要件※を満たし、烏山線区間を利用した場合、烏山線区間の
運賃全額を助成します。

※要件 ３人以上の団体やグループ、高校や大学入試の試験会場・説明会場への移動

※令和７年４月１日現在
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市内を走るバス

市営バス
■市営バス「烏山高部線」
ＪＲ烏山駅～大沢～常陸大宮市高部

■市営バス「市塙黒田烏山線」
ＪＲ烏山駅～茂木町黒田～市貝町市塙

▶ １，０００円券（100円×11枚）
３，０００円券（100円×20枚・50円×20枚・10円×30枚）

購入金額に対し１割増しでお得です！

▶ 販売窓口
市営バス車内・まちづくり課窓口(烏山庁舎)

お得な回数券

▶ 種別
１か月定期券
３か月定期券

▶ 販売窓口
まちづくり課窓口(烏山庁舎)

定期券も販売中

停留所以外の場所でも乗降できる
「自由乗降制」を導入しています。

停留所以外の自由乗降区間でバス
に乗るときは、手を挙げて運転手
に乗る意思をお示しください。

また、運転手に降りる場所をお伝
えください。

自由乗降制
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コミュニティバス

■氏家・喜連川・馬頭線
ＪＲ氏家駅～喜連川～志鳥～馬頭車庫

関東自動車

■那珂川町コミュニティバス「馬頭烏山線」
ＪＲ烏山駅～小川～那珂川町役場・馬頭高校
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▶ １，０００円券（50円×12枚・30円×12枚・10円×14枚）
１，５００円券（150円×11枚）
２，０００円券（200円×11枚）
５，０００円券（500円×11枚）

購入金額に対し１割増しでお得です！

▶ 販売窓口
コミュニティバス車内・まちづくり課窓口(烏山庁舎)

お得な回数券

▶ 種別
１か月定期券
３か月定期券
６か月定期券

▶ 販売窓口
まちづくり課窓口(烏山庁舎)

定期券も販売中

▶ 関東自動車
ホームページ



便利な乗り合いタクシー！

デマンド交通
■デマンド交通とは？
タクシー車両により市内を移動できる公共交通サービスです。
乗り合いで希望の場所から目的地まで移動することが出来ます。

自宅付近から
目的地付近まで

自宅から病院・スーパーなど、
運行区域内なら希望する場所へ
移動できます。

簡単登録だけで利用可能

年齢や利用目的は問わず、どな
たでも利用できます。

乗り合いでお得！
１回につき（片道）

大 人 ３００円
小 人 １５０円
未就学児 無料

帰りの予約も可能！

帰りの便の目安が付きそうな時
は、帰りの予約も併せてすると
便利です。

南那須地区
烏山Ａ地区

烏山Ｂ地区

烏山
共通地区

▶ お住まいの地区内は乗り継ぎなしで利用できます。
▶ 烏山共通地区は烏山Ａ地区・Ｂ地区のみ乗り継ぎなしで利用できます。
▶ 指定施設へは乗り継ぎなしで利用できます。

■指定施設

烏山庁舎
那須南病院
山あげ会館
烏山台病院
水道庁舎
南那須庁舎
保健福祉センター
南那須図書館
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■運行日時
月～金曜日 午前８時から午後５時まで
※土曜日・日曜日・祝日・１２/２９～１/３は運休

■料金
大人（中学生以上） ３００円
障がい者 １５０円
小人（小学生） １５０円
未就学児（小学生未満） 無 料
※ご自身で乗降が出来ない方は、付き添いの方に同乗いただく必要があります。

■回数券
お得な回数券をご利用ください。
大人３，０００円（３００円券×１１枚）
障がい者・小人１，５００円（１５０円券×１１枚）

デマンド交通車内でお買い求めいただけます！

■利用方法

利用登録

申込書を記入して提出する。

▶提出先：烏山庁舎まちづくり課・南那須庁舎市民課・保健福祉センター

乗車

タクシー車両が順番にお迎えに行きます。乗車場所でお待ちください。
※予約状況によりお迎えの順番が異なります。

■注意事項
予約の変更、キャンセルの場合には、きずなサービスセンターへ
ご連絡ください。

予約

きずなサービスセンターへ電話予約
「利用者氏名」「利用希望日時」「乗降場所」「乗車人数」をお伝えください。

☎０２８７－８２－８２５２
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障がい者・高齢者支援

福祉タクシー事業
■福祉タクシー事業とは？

在宅の障がい者及び高齢者の交通の便を確保するため、タクシー料金の
一部を助成します。

■対象者

市内に住所を有し、かつ居住する者のうち市税に滞納のない方で以下の要件に
該当する方

■助成内容
▶ 対象者にタクシー運賃の一部を助成するタクシー券を交付
▶ タクシー券１枚の利用につき、５００円を助成
▶ タクシー券は障がい者、高齢者ともに月６枚の割合（年間７２枚）で交付
▶ 障がい者のうち、透析治療を受けている方については、月１２枚の割合
（年間１４４枚）で交付

■問合先

障がい者区分

以下のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳（１級または２級の手帳を持っている方）

・療育手帳（Ａ・Ａ１またはＡ２の手帳を持っている方）

・精神障害者保健福祉手帳（１級の手帳を持っている方）

高齢者区分

以下の全てに該当する方

・利用者が７５歳以上で独居又は高齢者のみの世帯に属する

・市県民税非課税世帯

・敷地内及び隣接する敷地内に移動手段を支援できる家族がいない

・世帯で自家用自動車を所有していない

・他の外出サービス（通院支援事業等）を利用していない

健康福祉課 ０２８７-８８-７１１５11



運転免許証自主返納者支援事業

■運転免許証自主返納者支援事業とは？

７５歳以上の方を対象に、運転免許証を自主返納された方に支援事業を実
施しています。

■対象者
①那須烏山市に住民登録をしている７５歳以上の方
②運転免許証を有効期限内に自主返納された方

■申請期限
運転免許証を自主返納した日から１年以内

■申請手順

■支援内容
▶交通安全啓発品等の配付
▶１６，０００円の範囲におけるタクシー利用券、市営バス回数券
またはこれらを組み合わせたものの交付

■問合先

運転免許証を返納される方

総務課 ０２８７-８３-１１１７ 12

①免許を返納する

那須烏山警察署または運転免許センターで運転免許証を返納する。

②申請する

①で交付された『運転免許の取消通知書』と『印鑑』を持って那須烏山市総務課
で「運転免許証自主返納者支援事業申請書」を記入し申請する。



市内タクシー会社
■烏山合同タクシー㈱
那須烏山市金井２丁目２０－１１
０２８７ー８２－２１４４

■㈱烏山観光タクシー
那須烏山市中央１丁目１０ー９
０２８７－８２－２５６１
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MEMO
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